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Ⅰ 報告事項
１．平成26年度の調査結果

農林水産省から、本年度に実施したウメ輪紋ウイルス（以下「ＰＰＶ」という。）の
発生調査（防除区域等調査、広域調査）の結果等を報告した。

Ⅱ 協議事項
１．緊急防除の継続

農林水産省から、平成26年度をもって終了するＰＰＶに関する緊急防除の防除期間に
ついて、ＰＰＶによる我が国農業へのリスクが生じ続けていることから、防除期間を延
長する方針について説明を行った。
専門家から、当省の方針について理解が示される一方で、地域経済への影響に鑑み、

可能な限り早期に根絶を達成することが重要であるとの指摘があった。

２．緊急防除の防除区域の指定・除外
農林水産省から、今年度の調査の結果及び現行のリスク評価方法を踏まえ、広範囲に

自然感染が認められると判断された地域は、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づ
く緊急防除の防除区域に指定し、また、連続して３年間、感染植物が確認されなかった
地域は、防除区域から除外する方針について説明を行った。
専門家から、当省の判断結果については妥当であるが、緊急防除区域に指定される見

込みのある地域の住民に対して、緊急防除を実施する必要性を十分に説明するよう助言
があった。

３．冬季における寄植え等の移動制限の緩和
現在、緊急防除区域内の宿主植物の防除区域外への移動については、３年間の定期的

な検査を要することとされている。一方、ＰＰＶを媒介するアブラムシの活動量が著し
く低下する冬季に、宿主植物を防除区域外から緊急防除区域内に持ち込み、さらに当該
宿主植物を防除区域外へ移動する場合については、通常より、感染リスクが低いと考え
られる。このため、農林水産省から、冬季の宿主植物の移動許可条件について、説明を
行った。
専門家から、農林水産省の提示した管理措置が徹底された場合については、感染リス

クは無視できる程度に低下するとの考えが示された。

４．検定方法の検証
専門家から、現行の検定方法では感染した宿主植物の検出漏れの可能性があるため、

検定方法の改善を検討するよう指摘があった。このため、農林水産省から、現行の検定
方法の検出精度に関し、本年度の検証結果及び来年度の検証方法について、説明を行っ
た。
専門家から、検証に当たっての検定方法、試料採取の時期等に関する技術的な助言が

なされるとともに、引き続き、検証を行う必要があるとの考えが示された。

Ⅲ その他
１．対策検討会で得られた意見等の取扱い

農林水産省は、対策検討会で得られた専門家の意見及び助言を踏まえ、最終的な対応
方針を決定し、「プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令（平成22年農林水産
省令第４号）」の改正等を行うこととしている。

（以上）


